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※課名下のカッコ書きは、役場庁舎の執務室の階数と大まかな位置を示したものです。

部　署　・　施　設 主　　　な　　　業　　　務

総　務　課

☎0240-27-2111

（本庁舎２階東側）

庶　 務　 係
人事、給与、条例規則、表彰、選挙、式典儀礼、職員の研修・福利厚生、

公印管理、電子自治体、他部門との連絡調整、行政区の連絡、その他

の課に属さない事務

財 政 管 財 係
財政計画、予算、決算、交付税、町債、入札、財産管理、庁舎管理、

町営住宅維持管理、公用車管理、町民バス、法定外公共物

政 策 広 報 室
町長の特命事項の調整および処理、行政政策の調査、秘書、町全体の

渉外事務、陳情書等、広報広聴、ホームページ

復興企画課

☎0240-27-1251

（本庁舎２階中央）

企 画 振 興 係
総合企画、町勢振興計画、国土利用計画、土地利用、土地開発事業、

開発行為、電源立地、核燃料税交付金、水資源、町振興公社、統計、

被災者生活再生支援、その他

復 興 建 設 係
復興事業に係る各種協議および申請、復興事業に係る用地の取得およ

び補償、復興事業に係る設計・監督・管理および検査、災害公営住宅

建築、造成宅地滑動崩落緊急対策事業

町民税務課

☎0240-27-4160

（本庁舎１階中央）

戸　 籍　 係 戸籍、住民登録、印鑑証明、埋火葬の認可、人権擁護、保護司会、窓口案内

賦　 課　 係 諸税の客体調査、賦課、税務地理、税務統計、その他

収　 納　 係 諸税の徴収、滞納処分、納税証明、納税組合

■行政機構改革の基本方針

１ 　『いのちを守り、人を活かし、未来をつくる町』

の実現に向けた施策を推進するための組織体制の

構築を図る。

　※ 応急仮設住宅の供与期間満了にともない、多くの

町民が避難先から帰還する節目のタイミングに

おいて、『いのちを守る』施策を町の最優先課題

ととらえ「子ども・子育て支援」および「放射線

対策」に関する組織改革を実施し、『いのちを守

る』施策の推進のための組織体制の強化を図る。

２　町民にわかりやすい組織体制の構築を図る。

■組織改正の内容

１　「町民保健課」および「福祉介護課」関係

　　「健康福祉課」を新設

　　○ 社会福祉、障害者福祉、保健・健康増進等 ⇒「保

健福祉係」

　　○ 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国

民年金 ⇒「保険年金係」

　　○ 放射線相談、放射線健康管理、放射線測定機

器管理 ⇒「放射線健康相談係」

　　「こども家庭課」を新設

　　○ 児童福祉、母子保健、要保護児童等支援 ⇒「こ

ども家庭係」

　　○ 子ども・子育て支援新制度、認定こども園、

幼保連携、放課後児童健全育成事業 

　　　⇒「こども育成係」

　　※ 児童福祉法・母子保健法の改正にともなう体

制の整備

　　　・ 妊娠期から子育て期にわたる総合的相談・

支援体制の整備

　　　・ 児童および家庭に対する相談援助、調査指

導等を一体的に担う体制の整備

　　　・ 要保護児童対策調整機関となる担当課への

専門職（保健師等）の配置

　　　・ 「子ども・子育て支援新制度」に基づく各

種事業の実施

２　「放射線対策課」関係

　 　放射線対策課所管業務を「健康相談・管理部門」

と「除染関連部門」の２つに分類し、それぞれ「健

康福祉課放射線健康相談係」と「環境防災課除染

対策係」に移行

３　その他

　 　「町民保健課戸籍係」を「税務課」と統合し、

「町民税務課」を新設

　　「環境防災課」に「除染対策係」を新設

　　○除染事業、減容化施設、放射線測定

４月１日から役場組織が変わりました　～行政機構改革～

より分かりやすい組織を目指して
　最小の経費で最大の効果を目指し、町民の皆さまに、より分かりやすい組織にする

ため、役場組織の一部を平成29年４月１日から改めました。

部　署　・　施　設 主　　　な　　　業　　　務

健康福祉課

☎0240-27-2113

（本庁舎１階中央）

保 健 福 祉 係
社会福祉、生活保護、老人福祉、障害者福祉、精神保健福祉、戦没者、

民生児童委員、感染症対策、生活習慣病、保健活動、健康増進

保 険 年 金 係 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金、老齢福祉年金

放射線健康相談係 放射線相談、放射線健康管理

こども家庭課

☎0240-27-2115

（本庁舎１階西側）

こ ど も 家 庭 係
児童福祉、障害児福祉、要保護児童等支援、母子保健、母子妊産婦、

乳幼児子ども医療

こ ど も 育 成 係
子ども・子育て支援新制度、認定こども園、幼保連携、放課後児童

健全育成事業

環境防災課

☎0240-27-2114

（本庁舎１階中央）

消 防 防 災 係
罹災救助、消防防災、火力・原子力防災、交通、防犯、自衛官募集、

災害対策本部、被災者支援、災害廃棄物処理、水防、その他

生 活 環 境 係 清掃事業、狂犬病、墓地管理、生活環境の保全、公害、産業廃棄物

除 染 対 策 係 除染対策、減容化施設、放射線測定

産業振興課

☎0240-27-4163

（本庁舎１階東側）

農 林 振 興 係
農業振興、米穀売渡、農業団体、土地改良、林業振興、山村振興計画、

鳥獣保護・駆除、緑化事業、町有林撫育・管理、地籍調査、その他

商 工 観 光 係
産業おこし、商工業振興、観光、水産、消費者行政、労政、企業誘致・

工業開発促進

建　設　課

☎0240-27-4161

（本庁舎１階東側）

建　 設　 係
道路台帳、道路占用、土地収用、道路・橋梁・河川の維持管理および整備、

土木建築に係る設計・監督・管理・検査、公営住宅建築、その他

都 市 計 画 係
都市計画、屋外広告物規制、街路事業、公共下水道事業、農地、農道、

林道整備、治山、水防、農業集落排水事業、浄化槽

出　納　室

☎0240-27-4164

（本庁舎１階西側）

出 納 審 査 係 現金等出納保管、歳入歳出経理・決算、支出負担行為審査、その他

議会事務局

☎0240-27-4165

（本庁舎３階東側）

庶務、予算、議会、委員会、会議録、広報その他

農業委員会事務局

☎0240-27-4163

（本庁舎１階東側）

農地法規定事務、農業者年金、農業資金、農地税制、その他

教育委員会事務局

学 校 教 育 係
学校教育の予算・調査・統計、生徒児童の保健、衛生、厚生、学校給食、

教育財産管理、奨学資金、ユネスコ活動、文化財調査、町史編さん、

中高一貫教育
学校教育課

☎0240-27-4166
（本庁舎２階西側）

生涯学習課
☎0240-27-3244
（広野町公民館）

生 涯 学 習 係 社会教育、成人婦人、青少年教育、公民館事務事業、その他

広野町保健センター ☎0240-27-3040 広野町立広野幼稚園 ☎0240-27-2221

広 野 町 保 育 所 ☎0240-27-2345 広 野 町 公 民 館 ☎0240-27-3244

広 野 町 児 童 館 ☎0240-27-3288

 問 総務課 庶務係　☎0240-27-2111


